
事故・労災・大規模自然災害
各事業所では、保安事故を未然に防ぐため、健全な設備の保
全と運転員に対する教育の充実を進め、安全な設備と正しい運
転操作の担保を図っています。万一、事故が発生した場合は、要
因を解析し、対策を講じ、その有効性を検証し、再発防止を図る
とともに、類似の設備や運転操作に水平展開し、事故の未然防
止に努めています。
大規模自然災害対策では、建屋・設備の保全対策はもとより、
事業会社の本社・支社・事業所などの業務内容に応じた訓練
を通し、被害の最小化と事業継続性の確保を推進しています。

コンプライアンス
コンプライアンスを着実にグループ内に浸透させるために、企業
行動憲章をはじめとする規則・基準の策定やガイドブックの作成、
教育研修・講習会などの啓発活動や業務監査の実施、またホット
ラインの運用、管理を行っています。海外のグループ会社において
も、各国の法制や社会規範に合わせた行動規範、推進規程を策定
しコンプライアンス強化に取り組んでいます。

人権問題
人権尊重に関するコミットメントを表明した「人権の尊重並び

に雇用・労働に関するグローバルポリシー」のもと、「人権デュー・
デリジェンス」の考え方に基づき、ステークホルダーとの対話な

どを通じてバリューチェーン上での人権侵害事案の有無や高リ
スク箇所を特定しています。高リスクの職場などがあれば改善を
図ることで人権に関する悪影響を防止し、また万一人権侵害が
発生した場合には、早期に問題を解決するよう努めます。

子会社ガバナンス
国内外を問わず、子会社のガバナンスに関しては、会社機関

の役割の明確化や体制・制度の整備などにより、グループ全体
のリスク低減に努めています。例えば、事業展開した国に特有の
法令や制度に起因するリスクを軽減するため、国ごとに過去に
起きた重大事件、法令違反などを公開媒体から抽出･整理し、グ
ループ会社に周知するなどの取り組みをしています。さらに、当
該国での政変などに備え、現地と各事業会社および当社との連
絡系統を定め周知しています。

情報セキュリティ
情報資産を保護するために、「三菱ケミカルホールディングス

グループ・情報セキュリティポリシー」を制定し、国内外の拠点
における情報セキュリティの維持･管理の強化を図っています。ま
た、海外を含む全構成員に対して、標的型攻撃メールを模した
メールを従業員に送信する対応訓練や、e-ラーニング活用など
により、情報セキュリティの意識向上を推進しています。

当社グループでは、国内外で、階層別のコンプライアンス研修を毎年
行っています。大人数で行う講義形式や、少人数でのディスカッション形式
など、さまざまな工夫によって実効性を上げるように努めています。例えば
2020年度は、田辺三菱製薬では新型コロナウイルス感染症の感染リスク
を低減すべく、討議形式の研修を動画で撮影、配信しました。

「三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章」

は、私たちが、企業活動のあらゆる局面において高い倫理観

と社会的良識を持って行動することを明確に宣言していま

す。

私たちが社会と共に持続的に発展していくための基本的

な行動原則や、KAITEKI実現に貢献する上での主要な課題に

対する姿勢などをうたっています。

当社の取締役会が選任したグループCCO※が推進の責任

者となり、内部統制推進室がコンプライアンスに関する業務

を推進する事務局としてグループCCOを補佐しています。

事務局は、米国、欧州および中国に設立したリージョナル

ヘッドクオーターを通じて各地域の特性に合わせたコンプラ

イアンスの徹底を図ります。また、教育用共通ツールの作成

のほか、海外グループ会社に対する教育やホットラインの設

置を行っています。各事業会社は、コンプライアンス推進委

員会を設置し、各社の内部統制推進部門が事務局となり、

「三菱ケミカルホールディングスグループ・コンプライアンス

推進規程」に基づいてホットラインの運用管理や教育・研修、

業務監査、コンプライアンス意識調査などを実施しています。

コンプライアンス違反の発生が予見される場合、もしくは

発生した場合には、当該発生部門は各社のCCOおよびグ

ループCCOに報告･相談し、その指導・指揮を受け、適切に

是正措置と再発防止策を講じます。
※ CCO：Chief Compliance Officer（コンプライアンス推進統括執行役）

当社および事業会社の内部統制推進部門または社外の弁

護士を窓口とするホットライン・システムの運用管理をして

います。2020年度にホットライン・システムに寄せられた情

報は116件でした。これらの情報については内部統制推進

部門長をリーダーとする調査チームが対応し、問題を確認し

た場合はCCOの指揮のもと、関連規則に則り早期の対応と

是正を図っています。

2020年度も、日本国内の当社グループに所属する全従業

員に対し、コンプライアンス意識の浸透を継続的にモニタリ

ングするための意識調査を実施しました。調査結果を各事業

会社にフィードバックし、教育・研修などを通じてコンプライ

アンス意識向上に役立てています。同時に個人の意識や行

動、職場の風通しなどに関する設問への回答をコンプライア

ンス意識向上指数として数値化し、MOS指標に織り込んで

います。

当社グループは、重点的に取り組むべき重大リスクとして以下のリスクを抽出しています。これらのリスクを認識した上で、リス

ク発生の回避およびリスク発生時における損害の最小化に努めています。

気候変動
化学産業は温室効果ガス（GHG）を多く排出する産業である

一方、製品を通してその削減に貢献できる産業でもあります。自
動車や照明器具のように環境基準や省エネ効果を重視する製
品については、顧客からの要請に沿うことができない場合には
将来の収益に影響を及ぼすリスクがあります。当社グループで
はGHG低減を「APTSIS 25」のマテリアリティとして特定し、エネ
ルギー効率の向上に貢献する製品を提供するとともに、さらなる
改良や開発を進めています。

デジタル技術
AIやIoTといったデジタル技術が産業界全体のビジネスモデル、

サプライチェーンに劇的な変化をもたらしていますが、この変化に
適正に対応できない場合には、当社グループの競争力が低下する
リスクがあります。そこで当社は、AI・IoT分野の技術を応用し、顧客
接点のデジタル化によるCX（顧客経験価値）向上、サプライチェー
ンの最適化、プロセス制御や製品の品質検査、分析・解析のオート
メーション化、新たな素材・医薬品開発などを推進して、競争力の
維持・強化を図っています。 田辺三菱製薬でのコンプライアンス研修動画撮影の様子GHG削減に向けた取り組み    P.43
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重大リスクへの取り組み

当社グループは、今後広がることが予想される以下のリスクについても、中長期的な戦略を立てて取り組んでいます。
今後広がるリスクへの対応

コンプライアンス

企業行動憲章

コンプライアンス推進体制

2020年度の取り組みと結果

ホットライン・システム

MCHCグループは「コンプライアンス」という言葉を“法令遵守”にとどまらず、企業倫理や社会の一般的ルールの
遵守までを含めたより広い意味で捉え、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つと位置付けて、
コンプライアンス意識の浸透のために、さまざまな取り組みを行っています。

企業行動憲章の詳細はウェブサイトに掲載しています

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/group/charter.html

コンプライアンス研修の実施

環境・社会課題へのソリューション

Governance

MCHCのマテリアリティ
● コンプライアンス

当社グループ各社は、業態･事
業特性などの内部環境や、各国
の政治的・社会的状況などの
外部環境から懸念されるリスク
の洗い出しを行っています。

各事業会社は、リスクを影響度と発生頻度をもと
に統一的な仕組みでランク付けします。また、経
営幹部はグループの経営に重大な影響を及ぼす
リスク（重大リスク）を特定し、担当部署はその指
示に従い適切な対策を講じています。

リスク対策を定期的に精査し、
特に重大リスクへの対策につ
いては、事業会社ごとに定めた
リスク管理統括責任者に対し
て報告します。

これらの一連のリスク管理活
動を継続して適切に運用する
ために、監査部署が定期的な
監査を行い、その結果をリスク
管理統括責任者に報告します。
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4 新中期経営計画 APTSIS 25
基盤強化とさらなる成長に向けて

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/group/charter.html

